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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて 

 

平素は、当協会の業務運営にご協力賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、昨年４月の緊急事態宣言の期間における適性診断の受診の取扱いにお

いては、特例措置が設けられ、緊急事態宣言期間に２ヶ月を加えた期間は、指導

監督指針に定める受診期間には含めないものとして扱われたところです。 

この度、令和３年１月７日に新たに発出された緊急事態宣言に係る期間にお

ける適性診断の受診の取扱いにおいては、別添のとおり、国土交通省自動車局安

全政策課長より特例措置による取扱いは行わない旨の通知がありましたので、

貴協会傘下会員事業者に周知いただきますよう宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







３．高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について 

高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章４（３）において、「65 才に達

した日以後１年以内」、「65 才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日

から１年以内」及び「その後３年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されている

が、緊急事態宣言期間に２か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 
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